
 

 

 

 

報 告 第 ５ 号 

 

専決処分事項の報告及びこれの承認を求めることについて 

（三田市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定） 

 

税 務 課 

 

平成２３年６月３０日に現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備

を図るための地方税法等の一部を改正する法律が公布、一部施行されたことに伴い、

当該条例についても早急に改正する必要が生じたため同日付けで専決処分したので

これの承認を求めるもの。 

【趣  旨】 「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等

の一部を改正する法律（平成２３年法律第８３号）」が平成２３年６月３０日公布及び施

行されたことに伴い、都市計画税条例の一部を改正する必要が生じたため、同日付で専

決処分するもの。 

 

【関係法令】 現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の

一部を改正する法律（平成２３年法律第８３号） 

 

【改正内容】 ●第２条及び付則第１６項関係 

        地方税法の改正に伴う所要の字句整備 

 

【施行期日（専決日）】 公布の日（平成２３年６月３０日） 

 

【経過措置】 １ 改正後の三田市都市計画税条例の規定は、平成２３年度以後の年度分の都市計画

税について適用し、平成２２年度分までの都市計画税については、なお従前の例に

よる。 

       ２ この条例（一部改正条例）の施行の日（平成２３年６月３０日）から港湾法及び

特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律（平成２３年法律第９

号）附則第１条第２号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における改正後の三

田市都市計画税条例付則第１６項の規定の適用については、同項中「、第３５項若

しくは第３７項」とあるのは、「若しくは第３５項」とする。 

 

 

地方税法の改正に伴う引用条文の変更 


